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人事院勧告（２０１９）の概要 （国家公務員への勧告) 

  
内 容 

 

2019給与改定 

(R元年度分) 

月例給
（H31.4.1実施） 

民間給与との比較の結果、較差 387円（0.09％）を踏まえた引上げ。 

俸給表 
初任給（大卒者 1,500円・高卒者 2,000円）引き上げを踏まえ、30歳代半ばま

での職員が在職する号俸について平均 0.1％を改定。 

住居手当 
家賃額の下限を 4,000 円(12,000 円→16,000 円)引き上げ、その原資を用いて

手当額の上限を 1,000円(27,000円→28,000円)引き上げ改定。 

ボーナス 
0.05月分引き上げ、4.45月⇒4.50月に改定。引き上げ分は勤勉手当に配分。 

本年分は 12月の勤勉手当で支給。（来年以降は 6月、12月に配分） 

 

2019年８月７日、人事院は国家公務員に対する給与等の勧告を行いました。2019給与改定(R

元年度分)の内容では、月例給、ボーナスともにプラス勧告で、ともに引き上げとなるのは
６年連続です。2019春闘における民間企業の賃上げの実態を踏まえつつ勧告されたもので、６
年連続の改善は評価できるものの、俸給表全体の改定には至らなかったことについては決して
満足いくものではありません。 
住居手当についても、手当額の上限が引き上げられたものの、家賃額の下限も引き上げられ、

実際は対象者の幅が狭まる結果となり、今後、地方の実情を考慮した勧告を行うよう県人事委
員会・当局に求めなければなりません。 
また、非常勤職員については昨年の慶弔休暇の拡充に続き、夏季休

暇が認められるようになりました。同一労働同一賃金にもとづく常勤
職員との均等・均衡待遇の実現に向けた措置であり、非常勤職員の労
働条件の改善に寄与するものです。今後も賃金をはじめとするその他
制度については、常勤職員との均等・均衡を基本に改善を求めていく
取り組みを進めます。 
市職労では、職員の健康安全はもとより、ワーク・ライフ・バラン

スの確保に向け、長時間労働の是正と「自らの賃金・労働条件は労使
交渉によって決定する」ことを基本に全力で取り組んでいきます。 
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岸まきこ 

チケット斡旋  9/20(金)締め切り 
☆GLAY 2019/11/09(土)サンドーム福井 

☆東京スカパラダイスオーケストラ 2019/12/01(日)福井フェニックスプラザ 

※詳しくは HPをご覧ください。お申し込みは、職員組合書記局まで（20-5590） 



 


